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判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 
審査基準（申請に対する処分関係） 
 

資料番号 55 担当課 建築住宅課 

法令名 
建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律 
根拠条項 30-1,31-1 

許認可等

の内容 
建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定及び変更認定 
 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等） 

第三十条 所管行政庁は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 

一 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエ

ネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合す

るものであること。 

二 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 

三 前条第二項第三号の資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適

切なものであること。 
 
 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の変更） 

第三十一条 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は、当該認定を受けた建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、国土交通省令で定

めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の認定について準用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


